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機械の包括的な安全基準に関する指針

労働安全衛生法200６年４月１日の
改正(*)を受けて、セフティ リスクアセ
スメントの具体的な指針が改正発行さ
れ、都道府県労働局長、機械使用業
界70団体、機械製造業界３８団体に
通知されました。*本資料Ｐ９参照
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全文書がダウン
ロードできる。

８月２４日に登録準備中
の法令ＤＢとして、厚労
省ＨＰに掲示された。



2

■指針の目的

指針の概要

■事業者に求める主な内容

機械メーカ（機械製造者） エンドユーザ（機械の使用者）

危険性、有害性の調査（ﾘｽｸアセスメント）を実施し、
適切な保護方策（防護策）を実施する。

機械製造者より、残留リスク及
び使用情報を入手・確認し、法２
８条２の規定に従い【危険性、有
害性に関するリスクアセスメント】
を行い、適切な保護方策を行う。

保護方策（防護策）は、指針2の6の(1)の優先順位に

従い、機械使用者の知識や安全意識に頼らないもの
を優先する。コスト増や操作性を理由に安易に優先度
の低い方策は採らず、適切なリクスレベルを達成する。

残留リスクについて、使用情報と共に提供する。情報提供

同情報を、確実に実使用者に伝える。

コスト増や操作性を理由に安易
に優先度の低い保護方策は採ら
ず、適切なリクスレベルを達成す
る。

機械の防
護方策
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使用上の情報の提供使用上の情報の提供

譲渡
貸与

機械の使用機械の使用

注文時の条件等の提示、使用後に得た知見等の伝達注文時の条件等の提示、使用後に得た知見等の伝達

■指針に基づく機械安全化の手順
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■指針に示されたリスクアセスメントとリスク低減手順
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機械の包括的な安全基準に関する指針

正版↓正版↓ 解説付録版⇒全１５ページ 解説付録版⇒
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190808-a06.pdf

全１6ページ

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190808-b01.pdf
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解説解説
全１５ページ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/190808-b00.pdf
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通達された機械製造業界団体
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通達された使用者業界団体
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改正労働安全衛生法
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